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相
続
相
続
とと
登
記
登
記

突
然
家
族
が
亡
く
な
り
、
相
続
が
発
生
し
た
・
・
・

突
然
家
族
が
亡
く
な
り
、
相
続
が
発
生
し
た
・
・
・

預
貯
金
口
座
の
手
続
き
や
、
車
の
引
継
ぎ
ま
た
は
売
却
・
・
・

預
貯
金
口
座
の
手
続
き
や
、
車
の
引
継
ぎ
ま
た
は
売
却
・
・
・

そ
れ
か
ら
不
動
産
・
・
・

そ
れ
か
ら
不
動
産
・
・
・

不
動
産
の
手
続
き
を
「
難
し
そ
う
だ
か
ら
」「
自
分
に
影
響

不
動
産
の
手
続
き
を
「
難
し
そ
う
だ
か
ら
」「
自
分
に
影
響

が
な
い
か
ら
」「
昔
か
ら
先
祖
の
名
義
の
ま
ま
だ
か
ら
」
と
、

が
な
い
か
ら
」「
昔
か
ら
先
祖
の
名
義
の
ま
ま
だ
か
ら
」
と
、

何
も
せ
ず
そ
の
ま
ま
に
し
て
い
ま
せ
ん
か
？

何
も
せ
ず
そ
の
ま
ま
に
し
て
い
ま
せ
ん
か
？

登
記
は
土
地
や
家
屋
の
所
有
者
の
権
利
や
財
産
を
守
っ
て
く

登
記
は
土
地
や
家
屋
の
所
有
者
の
権
利
や
財
産
を
守
っ
て
く

れ
る
重
要
な
も
の
で
す
。

れ
る
重
要
な
も
の
で
す
。

相
続
登
記
は

相
続
登
記
は
と
て
も
大
事
な
手
続
き
で
す
の
で
、

と
て
も
大
事
な
手
続
き
で
す
の
で
、
土
地
や
家

土
地
や
家

屋
等
の
所
有
者
が
亡
く
な
っ
た
ら
、
早
め
に
相
続
登
記
を
し

屋
等
の
所
有
者
が
亡
く
な
っ
た
ら
、
早
め
に
相
続
登
記
を
し

ま
し
ょ
う
。

ま
し
ょ
う
。

　

●
問
合
せ

●
問
合
せ　

税
務
課
資
産
税
係　
（
内
線
１
１
２
４
）

　

税
務
課
資
産
税
係　
（
内
線
１
１
２
４
）

特集

〜
誰
も
が
い
ず
れ
は
経
験
す
る
相
続
〜

〜
誰
も
が
い
ず
れ
は
経
験
す
る
相
続
〜

相相
続
っ
て
誰
が
す
る
の
？

　

相
続
を
す
る
権
利
の
あ
る
人

は
民
法
で
順
番
が
決
ま
っ
て
い

ま
す
。
亡
く
な
っ
た
人
の
配
偶

者
は
常
に
相
続
人
で
す
。

第
一
順
位
…
子

第
二
順
位
…
父
母

第
三
順
位
…
き
ょ
う
だ
い

　

先
の
順
位
の
人
が
、
い
な
い

場
合
や
相
続
放
棄
を
し
た
場
合

に
、
次
の
順
位
の
人
に
相
続
権

が
移
り
ま
す
。
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② 母② 母② 父② 父

③③ きょうだい きょうだい

① 子① 子 ① 子① 子

配偶者配偶者
常に相続人常に相続人

相続人関係図

①第一順位①第一順位
②第二順位②第二順位
③第三順位③第三順位

相相
続
す
る
に
は
登
記
が
必
要

　

相
続
す
る
不
動
産
の
登
記
簿
上
の
名
義
を
変
更
す
る
こ
と
を
、

「
相
続
登
記
」
と
い
い
ま
す
。
相
続
登
記
は
、
法
務
局
で
行
い
ま
す
。
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【特集】相続と登記
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相相
続
登
記
を
し
な
い
と
ど
う
困
る
の
？

　

相
続
登
記
を
せ
ず
放
っ
て
お
い
た
り
、
う
っ
か
り
忘
れ
た
り
し

て
し
ま
う
と
権
利
関
係
が
複
雑
に
な
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
ト
ラ
ブ
ル

の
原
因
に
な
り
ま
す
。

１
相
続
の
関
係
者
が
増
え
る

　

相
続
登
記
が
未
了
の
場
合
、
法
定
相
続
人
全
員
で
財
産
を
共
有

し
て
い
る
状
態
に
な
り
ま
す
。
所
有
者
を
確
定
さ
せ
な
い
ま
ま
相

続
人
が
亡
く
な
る
と
、
次
の
世
代
の
人
も
相
続
関
係
者
と
な
り
、

登
記
ま
で
の
手
続
き
が
複
雑
に
な
り
ま
す
。

　

登
記
の
際
は
相
続
関
係
者
全
員
の
戸
籍
が
必

要
に
な
る
た
め
、
人
数
が
増
え
る
と
そ
の
分
戸

籍
取
得
の
手
数
料
も
増
加
し
ま
す
。
ま
た
、
署

名
や
押
印
を
し
て
も
ら
う
人
数
も
増
え
る
の
で
、

時
間
も
か
か
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

2
土
地
や
家
屋
を
売
れ
な
い
、
担
保
に
で
き
な
い

　

自
分
の
名
義
で
な
い
土
地
や
家
屋
は
売
却
で
き
ま
せ
ん
。
お
金
を

借
り
る
際
の
担
保
に
も
入
れ
ら
れ
ま
せ
ん
。

3
家
屋
の
取
り
壊
し
が
で
き
な
い

　

相
続
登
記
が
さ
れ
て
い
な
い
家
屋
に
住
ん
で
い
て
、
老
朽
化
に
よ

り
建
替
え
を
す
る
場
合
に
壊
せ
な
く
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

相相 
続
登
記
っ
て
ど
う
や
る
の
？

□ 戸籍
　 ・ 亡くなった人の出生から
死亡までのもの

　・相続人のもの

□ 相続人の住民票
□ 土地や家屋の評価証明書等

遺産分割協議書による相続の場合は、
□ 遺産分割協議書
□ 印鑑証明書
　　　　も必要です。

必要な書類 必要な書類を集めて
相続人と財産を確定させる

後日、法務局から
登記完了証が郵送される

相続登記を法務局へ申請

相続人の間で話し合って
相続登記申請書等を作成

※ 相続登記できない「未登記
家屋」については、税務課
資産税係にお問い合わせく
ださい。司法書士に相談

　相続登記は個人でも手続きできますが、司法書士に
相談すると関連する手続きを代行してくれます。
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相
続
放
棄
と
空
き
家
問
題
は
密
接
に
関
係

　

近
年
、
相
続
登
記
が
未
了
の
ま
ま
放
置
さ
れ
て
い
る
不
動
産

が
増
加
し
、
こ
れ
が
所
有
者
不
明
問
題
や
空
き
家
問
題
の
一
因

と
な
っ
て
い
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

老
朽
化
に
よ
る
倒
壊
だ
け
で
な
く
、
放
火
に
よ
る
火
災
、
動

物
の
棲す

み
処か

に
な
る
な
ど
、
危
険
は
さ
ま
ざ
ま
あ
り
ま
す
。

　

管
理
不
全
が
原
因
で
起
き
た
事
故
に
つ
い
て
は
賠
償
責
任
を

負
う
可
能
性
も
あ
り
ま
す
。

　

空
き
家
に
つ
い
て
は
、
市
報
た
い
な
い
令
和
元
年
11
月
1
日

号
の
特
集
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

市報たいない令和元年 11月 1日号【特集】
空き家問題は他

ひ と

人事
ごと

ではありません

11月号は
こちらから▶

相
続
放
棄
の
手
続
き
も
あ
り
ま
す

　

財
産
を
相
続
し
な
い
場
合
は
、
相

続
放
棄
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

こ
の
手
続
き
を
す
る
と
、
土
地
や
家

屋
だ
け
で
は
な
く
、
預
貯
金
な
ど
も

放
棄
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

放
棄
す
る
に
は
、
自
分
に
相
続
権

が
あ
る
と
知
っ
た
日
か
ら
３
か
月
以

内
に
所
管
の
家
庭
裁
判
所
で
手
続
き

を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

やや
むむ
を
得
ず
相

を
得
ず
相
続
で
き
な
い

続
で
き
な
い
と
き
と
き
は
？
は
？

放
棄
し
た
の
に

　

管
理
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
？

　

相
続
放
棄
を
し
た
場
合
で
も
、
土

地
や
家
屋
を
管
理
す
る
義
務
は
残
り

ま
す
。
そ
の
資
産
を
相
続
し
た
人
が

管
理
で
き
る
よ
う
に
な
る
ま
で
は
、

継
続
し
て
管
理
し
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。

　

管
理
が
さ
れ
ず
に
い
る
と
、
空
き

家
・
空
き
地
問
題
が
発
生
す
る
原
因

に
な
り
ま
す
。
周
り
に
迷
惑
が
か
か

ら
な
い
よ
う
適
切
な
管
理
を
し
て
く

だ
さ
い
。
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固定資産税と相続登記のよくある問合せ

固
定
資
産
税
の
通
知
が
届
き
ま
し

た
。
通
知
の
送
付
先
（
相
続
人
の
代

表
者
）
を
変
え
る
に
は
ど
う
す
れ
ば

い
い
で
す
か
？

新
代
表
者
と
旧
代
表
者
の
同
意
の
上

「
納
税
管
理
人
（
変
更
・
異
動
）
申
告
書
」

を
税
務
課
資
産
税
係
に
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。

提
出
の
際
は
、
新
旧
代
表
者
の
署
名
・

押
印
が
必
要
で
す
。

QA

【特集】相続と登記

次
回
の
特
集
は
「
農
業
委
員
会
」
で
す
。

相
続
し
た
土
地
を
売
却
し
ま
し
た
。

12
月
に
売
買
契
約
を
結
び
、
２
月
に

買
主
に
名
義
変
更
を
し
ま
し
た
。
４

月
に
届
い
た
課
税
明
細
書
に
売
却
し

た
は
ず
の
土
地
分
が
記
載
さ
れ
た
ま

ま
で
す
。
買
主
に
課
税
し
て
も
ら
え

ま
す
か
？

買
主
に
課
税
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

固
定
資
産
税
は
１
月
１
日
時
点
の
所
有

者
に
課
税
さ
れ
ま
す
。
課
税
明
細
書
に

税
相
当
額
が
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、

そ
ち
ら
を
参
考
に
売
買
し
た
双
方
で
相

談
し
て
く
だ
さ
い
。

QA

家
庭
裁
判
所
で
相
続
放
棄
を
し
た

の
に
、
税
金
の
通
知
が
相
続
人
代
表

者
宛
て
に
届
き
ま
し
た
。
他
に
何
か

手
続
き
が
必
要
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う

か
？

次
の
ど
ち
ら
か
を
税
務
課
資
産
税
係
へ

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
「
相
続
放
棄
申
述
受
理
通
知
書
」
の
写
し

　

※
相
続
放
棄
が
完
了
し
た
後
に
家
庭

裁
判
所
か
ら
交
付
さ
れ
ま
す
。

▼
「
相
続
放
棄
申
述
受
理
証
明
書
」
の
写
し

　

※
家
庭
裁
判
所
で
取
得
で
き
ま
す
。

QA

不
動
産
を
４
人
で
相
続
し
共
有
の
も
の

と
し
て
相
続
登
記
し
ま
し
た
。
持
ち
分

の
４
分
の
１
ず
つ
の
金
額
で
４
人
に
納

付
書
を
送
っ
て
も
ら
え
ま
す
か
？

持
ち
分
に
応
じ
て
分
割
し
て
納
付
書
を

発
行
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

所
有
者
が
２
人
以
上
い
る
場
合
、
納
付

書
等
は
代
表
者
に
送
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。
納
付
方
法
は
所
有
者
全
員
で
相
談

し
て
く
だ
さ
い
。

QA

問
合
せ
先

相
続
登
記
に
つ
い
て

　

新
潟
地
方
法
務
局
新
発
田
支
局　

☎
24
・
７
１
０
１

相
続
放
棄
に
つ
い
て

　

新
潟
家
庭
裁
判
所
新
発
田
支
部　

☎
24
・
０
１
２
１

未
登
記
家
屋
に
つ
い
て

　

税
務
課
資
産
税
係　
（
内
線
１
１
２
４
）

胎
内
市
内
の
司
法
書
士

◆
河
内
吉
彦

　
　

新
和
町
２
番
５
号　
　
　

☎
43
・
２
７
６
５

◆
中
川
勇
次　

　
　

東
本
町
22
番
52
号　
　
　

☎
43
・
５
３
５
０

◆
小
野
正
義　

　
　

東
本
町
22
番
８
‐
１
号　

☎
28
・
７
４
５
１

◆
伊
藤
愛
子　

　
　

長
橋
１
４
９
番
地　
　
　

☎
28
・
７
７
０
８
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